
Hot news of daily life
市からのお知らせ

市民課（☎017‒734‒5239）■問

「書かない窓口」が始まります！
　市民課（駅前庁舎）と浪岡振興部市民課（浪岡庁舎）の窓口で、
10/1（火）から、「書かない窓口」の運用を開始します。
　書かない窓口とは、これまで証明書の発行のために記入いただい
ていた申請書などについて、マイナンバーカードなどの本人確認書
類の情報を読み取ることにより、一部の項目の記載を省略し、手続を
簡単・スムーズにできるサービスです。

犬の登録と狂犬病予防
集合注射受付日程（10月）

　生後91日以上の犬の登録（生涯1回）と狂犬病予防注射（毎年1回）は飼
い主の義務です。忘れずに行いましょう。
　集合注射で接種しない場合は、動物病院で接種してください（注射料金
は病院によって異なります）。動物病院で接種する場合も、お知らせ（はが
き）をお持ちください。

◆対象となる手続
•証明書の交付請求（住民票・戸籍・印鑑・税証明書）
•住民異動届　

◆対象となる本人確認書類（以下のいずれか一点）
•マイナンバーカード •運転免許証 
•在留カード •特別永住者証明書
•運転経歴証明書（平成24年4月1日以降交付されたもの）

都市政策課（☎017‒752‒8124）■問

バスロケーションシステムが一体化
　市バス・ねぶたん号の位置情報も市営バスと同じWebサイトから
確認できるようになりました。ますます便利になったバスロケーショ
ンシステムとあおもりマイ時刻表をぜひご活用ください。

観光課（☎017‒734‒5153）■問

クマの出没にご注意を

　八甲田ではツキノワグマによる人身被害が発生したこ
とに伴い、6月28日から入山規制が実施されていました
が、9月21日に全ての登山道の規制が解除となりました。
　解除後も、クマが出没する可能性がありますので、登山
の際は、事前にツキノワグマ出没情報の確認やアプリを活
用した入山届を提出するなど、十分注意してください。

環境政策課（☎017‒718‒0293）
浪岡振興部市民課（☎0172‒62‒1140）

■問

　今年度、ツキノワグマの出没が増加しており、人身事故も発生している
ことから、県では、ツキノワグマ出没警報を発表しています。秋は、エサを
求めて行動が活発になる時期です。キノコ採りなどで入山の際は、事前に
市ホームページ・ＳＮＳなどで出没情報を確認し、クマに出会わないように
危険な場所には近づかず、食料は放置せず必ず持ち帰りましょう。
　また、人里にクマが出没しないよう、生ごみなどは屋外に放置せず、適切
に処理しましょう。
　クマを目撃した場合は、場所・時間・大きさ・逃走方向
などをご連絡ください。

清掃管理課（☎017‒718‒1179）、浪岡振興部市民課（☎0172‒62‒1140）■問

１０月は食品ロス削減月間
　食べ物をもっと大切に「もったいない」を意識して、食品ロス削減に取り
組みましょう。
　食べ残し、食材の使い忘れを減らすため、冷蔵庫の中身をチェックし、で
きるだけ冷蔵庫の中身を食べ切る「冷蔵庫一掃デー」を週に一度は実施し
ましょう。
【特にこの２つをチェック】
▶賞味期限・消費期限が近い食べ物 
▶肉・野菜・魚などの傷みやすい食べ物

青森公証人合同役場（☎017‒776‒8273）■問

狂犬病予防注射…3,300円　登録手数料…3,000円（未登録のかた）
生活衛生課（☎017‒765‒5288）、浪岡振興部市民課（☎0172‒62‒1140）

■料
■問

　公証人は、法務大臣から任命された法律の専門家として、中立・公正な
立場から公証事務を担い、国民の権利保護と私的紛争の予防の実現を使
命としています。
　公証人の主な業務は、公正証書で契約書や遺言書、養育費の給付契約
書などを作成し、大切な財産や子供の将来を守ったり、任意後見契約書を
作成し、老後の安心を確保します。
　手数料は法定されており、公証事務に関する相談は無料です。

◆令和6年度秋・狂犬病予防集合注射日程一覧

10/16（水）

月 日
9：45～10：00 沖館市民センター

時 間 会 場

10：20～10：35 油川市民センター
10：55～11：15 西部市民センター
11：45～12：00 大野市民センター

10/17（木）

9：45～10：00 東部市民センター
10：20～10：35 戸山市民センター
10：50～11：05 幸畑中央公園
11：15～11：30 横内市民センター
11：45～12：00 荒川市民センター

10/20（日）

9：30～9：50 花岡農村環境改善センター
10：05～10：25 吉野田農村センター
10：40～11：00 なごやかプラザ福田
11：15～12：30 浪岡庁舎 正面玄関
9：40～9：55 出町温泉南側車庫
10：15～10：40 本庁舎東側 議事堂前
11：00～11：25 八重田浄化センター
11：45～12：00 青森市保健所（佃）

※■網掛けは旧浪岡町の区域、網掛けなしは旧青森市の区域

「公証週間」 10/1（火）～7（月）

建築指導課（☎017‒752‒8274）■問

建築指導課（☎017‒752‒8295）■問

　住宅や物置・カーポートなどを建築する際は、建築基準法を遵守し、確認
申請などの手続を行いましょう。
　期間中、住宅などの建築現場を点検する「公開建築パトロール」を行い
ますので、ご協力をお願いします。

違反建築防止週間 １０/１５（火）～２１（月）

市街化調整区域内での
トラブル防止のためにご相談ください

　市街化調整区域は、都市計画法により市街化を抑制する区域とされて
おり、規模の大小にかかわらず開発行為及び建築行為（用途変更も含む）
が大きく制限されています。
　法令に違反すると監督処分などを受けることになりますので、該当する区
域の確認や、次に該当するかたは、建築指導課に事前にご相談ください。
•区域内での開発行為または建築行為（用途の変更、建物の取り壊しも含む）
の計画があるかた

•区域内の土地建物を相続などにより取得し、今後の利活用をお考えのかた
•区域内の土地建物について、売買（競売物件も含む）や賃貸借をしようとし
ているかた

✿ 八甲田入山の際はご注意を
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掲載の内容は、9月19日時点の情報をもとに作成しています。イベントなどは中止・延期・変更となる場合がありますので、最新情報は、各お問合せ先にご確認ください。



市の計画（素案）などへのご意見を募集します
　わたしの意見提案制度（パブリックコメント）を実施します。お寄せいただいたご意見は、内容を検討し、ご意見の概要とそれに対する市の考え方を公表
します。個別に回答はしませんのでご了承ください。

◆縦覧・意見募集期間　10/1（火）～31（木）

【共通】
駅前庁舎1階総合案内そば
縦覧スペース／本庁舎1階
ロビー・3階情報公開コー
ナー／柳川庁舎1階柳川情
報コーナー／浪岡庁舎1階
閲覧コーナー／各支所・市
民センター／東岳コミュニ
ティセンター／高田教育福
祉センター／浪岡中央公民
館／市ホームページに掲載

◆意見を提出できるかた
　次のいずれかに該当するかた
　①市内に住所を有するかた
　②市内に事務所などを有する個人・団体など
　③市内の事務所などに勤務するかた
　④市内の学校に在学するかた
　⑤意見募集事案に利害関係を有する個人・団体など

◆提出方法
氏名・住所（住所が青森市外のかたは、「意見を提出できる
かた」のいずれに該当するか）を記入の上、各提出先へ
①Eメール
市ホームページの「市民参加の広場（わたしの意見提
案制度）」から送信

②郵送　③FAX　④直接持参

案件名／概要 提出・問合せ先 縦覧場所など ※縦覧は閉庁・休館日を除く

（仮称）青森市男女共同参画プラン(素案)
男女共同参画社会の形成に向けた各種施策を効率的かつ効果
的に推進していくために定めるもの

人権男女共同参画課
〒030‒0801
新町一丁目3‒7
☎017‒734‒2296
▢℻ 017‒734‒5765

駅前庁舎4階人権男女共同
参画課／男女共同参画プ
ラザ（カダール）／働く女性
の家（アコール）

青森市地域福祉計画・地域福祉活動計画（素案）
社会福祉法に基づき、地域共生社会の実現に向け、地域福祉を
総合的に推進するために定めるもの

福祉政策課
〒030‒0801
新町一丁目3‒7
☎017‒734‒5313
▢℻ 017‒734‒3013

駅前庁舎4階福祉政策課／
浪岡庁舎１階健康福祉課／
市福祉増進センター（しあ
わせプラザ）

青森市障がい者総合プラン（素案）
障害者基本法に基づき、共生社会の実現に向け、障がい者の自
立と社会参加の支援などの施策を総合的・計画的に推進する
ために定めるもの

障がい者支援課
〒030‒0801
新町一丁目3‒7
☎017‒734‒2317
▢℻ 017‒734‒5329

駅前庁舎1階障がい者支援
課／浪岡庁舎1階浪岡振興
部健康福祉課／市福祉増進
センター（しあわせプラザ）
／市総合福祉センター2階

青森市こども計画（素案）
こどもの権利保障やこども・子育て支援施策を総合的・計画的
に推進するために定めるもの

子育て支援課
〒030‒0801
新町一丁目3‒7
☎017‒734‒5320
▢℻ 017‒763‒5678

駅前庁舎3階子育て支援課
／浪岡庁舎1階浪岡振興部
健康福祉課／市福祉増進セ
ンター（しあわせプラザ）／
市総合福祉センター2階

青森市自殺対策行動計画（第２期計画）（素案）
保健、医療、福祉、教育、労働その他の関連施策との有機的な連
携を図り、自殺対策を総合的に推進していくために定めるもの

保健予防課
〒030‒0962
佃二丁目19‒13
☎017‒765‒5285
▢℻ 017‒718‒5645

元気プラザ1階
保健予防課

青森市健康寿命延伸計画（第２次）（素案）
健康増進法に基づき、更なる健康寿命の延伸に向け、市民の健
康増進に関する施策を推進するために定めるもの

健康づくり推進課
〒030‒0962
佃二丁目19‒13
☎017‒718‒2912
▢℻ 017‒743‒6276

元気プラザ1階
健康づくり推進課

青森市医師会立青森准看護学院（☎017‒776‒7130）■問

住宅まちづくり課（☎017‒734‒2385）■問

青森市医師会立青森准看護学院
学生募集

【願書受付】　12/9（月）～Ｒ7.1/13（月）　　【募集人員】　40人
【試 験 日】　Ｒ7.1/25（土）　　【応募資格】　中学校卒業以上のかた

「青森市空家等対策計画（第2期）（素案）」
に対する意見募集の結果

　「青森市空家等対策計画（第2期）（素案）」につい
て、6/17から1か月間、皆さんのご意見を募集しま
したが、ご意見はありませんでした。
　「青森市空家等対策計画（第2期）」は市ホーム
ページに掲載するほか、10/1（火）～31（木）に住
宅まちづくり課（駅前庁舎３階）、市役所各庁舎、各
支所・市民センターなどでご覧になれます。
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■時日時　■所場所　■内内容　■対対象　■人人員　■料料金　■備備考　■申申込み　■問問合せ　▢℻  FAX　▢メール  Eメール　▢HPホームページ



ハロウィンジャンボ宝くじ販売中

市有地の売却（一般競争入札）
　入札・契約方法や最低売却価格について記載した「入札案内書」を、10
月上旬頃から管財課で配布するほか、市ホームページにも掲載しますの
で、購入を希望するかたは必ず読んでからご参加ください。

投票所変更のお知らせ
　建替工事の完了に伴い、次回の選挙から下記のとおり投票所を変更しま
す。該当の投票区域の有権者のかたはお間違えのないよう、投票の際は、投
票所入場券に記載されている「投票場所」を確認の上、お出かけください。
◆第64投票区の投票区域
【西滝二丁目】30～32、【西滝三丁目】2～15、18、22、【三内】稲元・玉作
変更前【青森歯科医療専門学校】 
変更後【滝内福祉館（三内字稲元122‒1）】
●選挙事務従事者の事前登録者を随時募集しています。
　詳しくは、市ホームページをご覧ください。

管財課（本庁舎 ☎017‒734‒5228）■問

選挙管理委員会事務局（☎017‒734‒5822）■問

浄化槽を正しく使いましょう
　浄化槽は、微生物のはたらきで、台所や風呂、洗濯などの生活排水やト
イレの排水を浄化する装置です。正しく維持管理をしないと、本来の機能
が発揮できず、川や海などの水質を悪化させる原因となります。
　浄化槽の維持管理は、次の３点が法律で義務付けられています。
①保守点検　浄化槽の修理、調整・点検（処理対象20人以下の合併処理
浄化槽では4か月に1回以上、処理対象20人以下の単独処理浄化槽で
は3か月に1回以上） ※市に登録している浄化槽保守点検業者に委託し
てください。

②清掃　浄化槽内部の汚泥の引き出しや装置の洗浄など（年１回以上） 
　※市の許可を受けた浄化槽清掃業者に委託してください。
③法定検査　浄化機能が十分に発揮されているか確認するための水質検
査（使用開始時に１回、その後年１回） ※（一社）青森県浄化槽検査セン
ターが行います。

　また、浄化槽の使用を開始したときや、使用を休止または廃止（撤去）し
たとき、管理者が変更になったときなどには、廃棄物対策課へ報告・届出が
必要です。
廃棄物対策課（☎017‒718‒1162 ※保守点検・清掃・届出）
一般社団法人青森県浄化槽検査センター（☎017‒726‒9500 ※法定検査）

■問

浄化槽を正しく使いましょう

◆売却物件

◆入札日時　11/11（月） ①10：00～　②11：00～
　　　　　　※この入札に参加するには、事前に申込みが必要です。
◆入札場所　本庁舎急病センター棟2階入札室

浅虫字内野46番12 宅地 556.65㎡①
所在地番 地目 地積No.

久栗坂字山辺172番9 原野 522.83㎡②

ハロウィンジャンボ５億円
（1等3億円・前後賞各1億円合わせて）

ハロウィンジャンボミニ5千万円
（1等3千万円・前後賞各1千万円合わせて）

この宝くじの収益金は市町村の明るく住みよい
まちづくりに使われます。

 ９月17日●火2種類同時発売!
発売期間 9/17（火）～10/17（木）

各1枚 300円

公益財団法人青森県市町村振興協会

公園河川課（☎017‒752‒8334）■問

健康づくり推進課（☎017‒718‒2942）■問

「素敵な花だん表彰」入賞者の紹介
　今年もたくさんの自慢の花だんをご応募いただき、ありがとうございました。

国民健康・栄養調査、
歯科疾患実態調査にご協力を

　厚生労働省では、国民健康・栄養調査及び歯科疾患実態調査を行いま
す。10月中に、調査対象となった世帯へ調査員（調査員証を携帯）が調査
票の記入と、調査会場への来場の依頼のため訪問しますので、ご協力をお
願いします。なお、来場できない場合は、調査員が回収に伺うか郵送によ
る提出も可能です（一部、オンライン回答可）。ご記入いただいた内容は、
統計作成の目的以外に使用されることはありません。

第14回青森市環境フェア2024
参加団体募集

　12月に開催される「第14回青森市環境フェア2024」の地球温暖化対
策に取り組む参加団体を募集します。
【募集内容】
①ステージを活用した発表（活動報告など1団体15分程度）
②ブース出展（300cm×300cm程度）

◆令和６年度「素敵な花だん表彰」入賞者 ※順不同
【緑花賞】　上三上町町会、すみれ町会女性部会、浜田ニュータウン西公
園愛護会、はまなす公園花を愛する会、平岡児童公園を守る会

【優秀賞】　荒川二区八甲田長寿会、上野健寿会、大野町会、浪館第五町
会紅葉会花愛好会、松森団地町会、ロイヤル鳴滝町会「さくらの会」

【優良賞】　三内丸山町会、幸畑阿部野町会、幸畑団地西町会、若葉町町会
【奨励賞】　青森市立莨町小学校PTA、青森市立女鹿沢小学校、青森問屋
町経営同友会、山の手町会

【努力賞】　青森保健生活協同組合、合浦西公園愛護会、幸畑団地連合町
会、南片岡町会、青森市立金沢小学校、青森市立浜田小学校

シャットアウト”わら焼き”
みんなで守る！澄んだ空気と暮らしの安心
　稲わら焼きの煙は、生活に大きな悪影響を及ぼします。稲わらは焼かず
に有効活用しましょう。
◆稲わら焼却防止活動…巡回パトロールを実施
◆稲わら活用相談窓口…10/31（木）まで開設
◆稲わらふりーでん…生産者の協力により無料で稲わらを提供。「稲わら
ふりーでん」の旗がある田んぼから稲わらをご自由にお持ちください。
※詳しくは、市役所各庁舎、各支所・市民センターに備付け、または市
ホームページ掲載のマップをご覧ください。

◆稲わら収集ボランティア（小雨決行）…稲わらふりーでんに置く稲わらの
収集（収集した稲わらは持ち帰り可）
10/2（水） 9：30～12：00　　高田地区の水田
　10/1（火）までに、農業政策課（☎0172‒62‒1176）へ

■時　　　　　　　　　　　　　　　　　 ■所
■申■問

12/15（日） 10：30～15：00　　ねぶたの家ワ・ラッセ　　市内の団体・企業など
応募多数の場合は実行委員会で協議の上、参加団体を決定
10/15（火）までに、出展申込書（青森県環境パートナーシップセンターホームペー
ジ掲載）を、〒030‒0861 長島二丁目１‒５ みどりやビル９階 第14回青森市環境フェ
ア2024実行委員会（事務局 青森市地球温暖化防止活動推進センター内 
▢℻ 017‒723‒7631、▢メール  info@eco-aomori.jp）へ
第14回青森市環境フェア2024実行委員会
（事務局 青森市地球温暖化防止活動推進センター内 ☎017‒721‒2480）

■時　　　　　　　　　　　　　　　　　   ■所　　　　　　　　　　　　　 ■対
■備
■申

■問

◆対象となる地域、調査日時と調査会場
•浪館字平岡の一部
　　11/6（水）16：00～19：00　　中央市民センター 浪館分館
•松森一丁目6、7
　　11/13（水）16：00～19：00　　元気プラザ

■時　　　　　　　　　　　　　　　　 ■所

■時　　　　　　　　　　　　　　　　　 ■所
厚生労働省HP
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掲載の内容は、9月19日時点の情報をもとに作成しています。イベントなどは中止・延期・変更となる場合がありますので、最新情報は、各お問合せ先にご確認ください。



お困りごと相談窓口 無料

11/7（木） 13：00～15：00
子育て支援課
4人（申込順）
相談時間は30分。申込時に相談内
容をお知らせください。
　11/1（金）までに、ひとり親家庭
等就業・自立支援センター
（☎017‒734‒5817）へ

■時
■所
■人
■備

■申■問

　離婚・養育費などの相談に弁護
士がお応えします。

ひとり親家庭などの
無料法律相談

10/3（木）・17（木） 9：00～15：00
浪岡総合保健福祉センター
浪岡振興部健康福祉課
（☎0172‒62‒1113）　　 

■時
■所
■問

浪岡地区
人権相談・行政相談

女性のための
専門相談
◆法律に関する問題に、女性弁護
士がアドバイスします。

10/17（木） 13：00～15：00
アピオあおもり　　2人（申込順）
相談時間は50分。申込時に相談内
容をお知らせください。
　10/15（火）までに、
県男女共同参画センター相談室
（☎017‒732‒1022／水曜日を
除く9：00～16：00）へ　　 

■時
■所　　　　　　　  ■人
■備

■申■問

◆こころの悩みに、女性公認心理
師が応じます。

要予約

要予約

10/2（水） 13：30～15：30
駅前庁舎１階 駅前スクエア
（公社）青森県不動産鑑定士協会
（☎017‒752‒0840）

■時
■所
■問

　10月の「土地月間」にちなん
だ、土地の評価などに関する無料
相談会を開催します。

「土地月間」に係る
不動産無料相談会

11/4（月） 10：30～14：00
県観光物産館アスパム5階 白鳥
予約優先  ※当日来場可
(公社)青森県宅地建物取引業協会
（☎017‒722‒4086）

■時
■所
■備
■問

　空き家などの適正管理・有効活
用に向けた相談、住宅(リフォ－ムを
含む)・相続に関する相談に、宅建
士、建築士、司法書士が応じます。

一般消費者向け
空家相談会（相談無料）

予約不要

10月の市民相談

［一般相談］
●市民なんでも相談室
　月～金曜日（祝日を除く）
　8：15～18：30※来庁または電話で受付
［特別・専門相談］※各相談10人程度
●人権相談
　7（月）・21（月） 10：00～15：00
●行政相談
　3（木）・10（木）・17（木）・
　24（木）・31（木）
　10：00～15：00
●司法書士相談
　7（月）・15（火） 10：00～14：00
●不動産相談
　3（木）・10（木）・17（木）・24（木）
　10:00～15:00
●土地家屋調査士相談
　7（月） 10：00～14：00
●行政書士相談
　11（金）・18（金）・25（金）
　10：00～15：00

■時

■時

■時

■時

■時

■時

■時

●法律相談
　①15（火）、②28（月）13：00～15：00
　各5人（申込順）
　事前に、
　生活安心課（☎017‒734‒5250）へ
　①は1（火）から、②は16（水）から
　受付（8：30～）
　※相談は、1回まで（1人20分間）

■時
■人
■申

要予約

市民なんでも相談室（駅前庁舎1階）
（☎017‒734‒5249）

■所■問

［青森地区］

［浪岡地区］

市税などの
平日夜間納付相談

10/21（月）～24（木）・
28（月）～31（木） 20：00まで
　納税支援課（駅前庁舎）
（☎０１７‒７３４‒５２０９）

■時

■所■問

10/28（月）～31（木） 20：00まで
　浪岡振興部納税支援課
（☎０１７２‒６２‒１１４１）

■時
■所■問

青森警察署 地域課（☎017‒723‒0110）■問

勝田交番閉鎖（令和７年３月３１日）
～開所から５２年、大変お世話になりました～
　勝田交番は、昭和４７年に勝田一丁目に建設され、地域住民の皆さんか
ら親しまれてきましたが、このたび、事件・事故の発生状況、施設の老朽化
などを勘案し、令和６年度で閉鎖することとなりました。
　今後は、中央交番（本町一丁目、柳町通り）の勤務員が旧勝田交番管轄
を担当し、パトロールや巡回連絡などにあたります。　

　今月分として納めていただく市税
などの納期限は、次のとおりです。
※口座振替の場合、納期限が引き落とし日

◆10月31日（木）納期限
①市・県民税（普通徴収分） 第３期分
②国民健康保険税（普通徴収分）
　第４期分
③後期高齢者医療保険料（普通徴収分）
　第４期分
④介護保険料（普通徴収分） 第４期分
⑤児童保育負担金（保育料） 
　第７期（１０月）分
⑥市営住宅使用料 １０月分
⑦市営住宅駐車場使用料 １０月分
⑧放課後児童会負担金 １０月分
◆11月11日（月）納期限
⑨市・県民税（給与特別徴収分） 10月分
①～⑤⑧⑨納税支援課
（☎０１７-７３４-５２０９）
⑥⑦住宅まちづくり課
（☎０１７-７３４-５５７２）

■問

納期限のお知らせ

　納税貯蓄組合は、個人または法人
が一定の地域や職域を単位として
任意に組織できる組合で、市税の納
期内納付を主な目的としています。
　組合に加入すると、市税の納付は
組合を通じて行われますので、納付
を忘れることがなく、確実に納期内
に納めることができます。
　納税組合への加入を希望するか
た、または新規組合の設立を希望す
るかたはお問合せください。
納税支援課（☎０１７-734-5222）■問

納税貯蓄組合に
加入しませんか

　令和6年1月から12月までの間に
納めた国民年金保険料は、所得税や
市・県民税を計算する際に、全額が
社会保険控除の対象となります。10
月下旬～11月上旬に、日本年金機
構本部から「社会保険料（国民年金
保険料）控除証明書」が送付されま
す。年末調整や確定申告に必要です
ので、大切に保管し忘れずに申告し
ましょう。※10月以降に初めて保険
料を納めるかたは、令和7年2月上
旬に送付されます。
青森年金事務所 国民年金課
（☎０１７-734-7495
音声案内2番を押して、再度2番）

■問

社会保険料控除証明書
（国民年金保険料）発行の
お知らせ

　青森市斎場を建て替えするため
の工事が、10/1（火）から始まります。
　現在の斎場は、通常どおり利用で
きますが、場内では一部通行規制を
行います。詳しくは、市ホームページ
をご覧ください。
生活安心課（☎017‒734‒5277）■問

青森市斎場建て替えに向けた
工事が始まります

◆反射材を着用しましょう！
　夕暮れ時・夜間はドライバーか
ら歩行者が見えにくいため、交通
事故にあう危険性が高まります。
反射材を身に着け、ドライバーに
自分の存在を早く知らせることで
交通事故から身を守りましょう！

◆早めのライト点灯を！
　日没が早まる時期です。交通
事故を未然に防ぐため、早めの
点灯を心がけましょう。
【点灯目安時刻】
10月…15：30  11・12月…15：00
生活安心課（☎017‒734‒5258）■問

夕暮れ時・夜間の
交通事故防止

　漢字の「十」と「八」を組み合わせ
ると「木」という字になることにちな
み、10月8日が「木材利用促進の
日」、10月が「木材利用促進月間」と
なっています。皆さんも木材利用に
ついて考えてみませんか。
農地林務課（☎0172‒62‒1146）■問

木材利用促進の日 10/8（火）

◆対象事業
　地域の活性化及び産業の育成・
　振興を図る事業
◆助成金
　助成対象事業費の５分の４以内
◆助成対象団体
　県内の産業団体、
　地域団体など
　１０/３１（木）必着で、
〒０３０‒０８６１
長島二丁目１０‒４ ヤマウビル７階
（公財）むつ小川原地域・産業振興財団
（☎０１７‒７７３‒６２２２）へ

■申■問

むつ小川原地域・産業振興
プロジェクト支援助成事業募集

　住宅密集地の空き地を、地域住民
の雪寄せ場として、無償で町(内)会
にお貸しください。お借りした土地
の令和７年度分固定資産税を減免
（３分の１以内）します。
　なお、町（内）会と使用貸借契約を
結ぶ必要がありますが、地域の実情
によっては契約できない場合もあり
ます。
　手続の期限は１１/２９（金）までで
す。詳しくは、お問合せください。
道路維持課（☎０１７‒７５２‒８５８４）
浪岡振興部都市整備課
（☎０１７２‒６２‒１１６８）

■問

市民雪寄せ場募集

　様々な事情により親元で生活で
きない子どもを、家族の一員とし
て迎え入れて育ててくださるかた
を「里親」といいます。子どもを育
てるために必要な生活費、教育費
などは支給されます。詳しくは、お
問合せください。
フォスタリングわかば
（☎080‒9254‒8993）
■問

子どもたちを預かって
くださる里親家庭を募集

①10/8（火） ②10/22（火）
13：00～15：00
アピオあおもり　　3人（申込順）
相談時間は30分。申込時に相談内
容をお知らせください。
　①は10/3（木）までに、②は10/17
（木）までに、県男女共同参画セン
ター相談室（☎017‒732‒1022／
水曜日を除く9：00～16：00）へ

■時

■所　　　　　　　  ■人
■備

■申■問

むつ小川原地域・
産業振興財団HP

市からのお知らせ 令和６年（2024年）１０月号 広報 17

■時日時　■所場所　■内内容　■対対象　■人人員　■料料金　■備備考　■申申込み　■問問合せ　▢℻  FAX　▢メール  Eメール　▢HPホームページ


